
 

所在地 　（ふりがな）

記入者氏名

　所属部署
事業所名

　電話番号　　　　　　　　　　　　内線

都道府県番号 事業所一連番号 産業分類番号 　主な事業の内容

政府統計コード

調査対象者ID

初期パスワード

法人番号（国税庁が指定する13桁の番号をいいます。）

※貴事業所の所在地・名称・法人番号に誤りがある場合には、赤色ボールペン等で訂正してください。

１　　(注)又は裏面の記入要領を参照して記入してください。
２　　この調査は事業所を対象としています。問１以外の質問は、貴事業所について記入してください。同一場所にある工場や店舗などを
　対象とし、他の場所にある支店や工場は含めません。
３ 　 特に断りのない限り、令和６年10月１日現在の状況について記入してください。
４　　調査票の記入は黒か青のボールペンで記入してください。

５　　特に断りのない限り、該当する選択肢の番号を１つ選び、◯で囲んでください。

   ただし、回答欄が のように網掛けとなっている場合は、設問に従って複数回答をお願いします。

６ 　 数字を記入する場合は、右詰めで記入してください。　　（記入例 ）
７　　記入が終わった調査票は、令和６年10月18日（金）までに、同封の返信用封筒（切手不要）にてご投函ください。
　　※調査票をオンラインで提出する場合は、令和６年10月18日（金）までに回答を送信してください。（紙調査票の返信は不要です）

Ⅰ．貴事業所について

問１　貴事業所が属する企業全体（本社・支社・営業所・工場等を含む）の常用労働者数（注１）は何人ですか。

4

1,000人以上 ５００～９９９人 ３００～４９９人 １００～２９９人 5０～９９人

5

4

３０～４９人 ５～２９人 官公営

4 5 6

5 人

81 2 3 7

2 3

（
記
入
上
の
注
意

）

1 2 3

令和６年就業形態の多様化に関する総合実態調査（事業所票）

1

秘
統計法に基づく一般統計調査

この調査票に記入された事項については、個別事業所の秘密を守り、統計以外

の目的に用いることは絶対にありませんので、ありのままをご記入ください。統計法に基づく国

の統計調査です。

調査票情報の秘密

の保護に万全を期

します。

左記のコード及びIDを使用し、オンラ

インでご回答いただくと便利です。

詳しくは同封の「オンライン調査システ

ム利用ガイド」をご覧ください。

（注１）常用労働者とは、下記の①又は②に該当する労働者のことです。

① 期間を定めずに雇われている者

② １か月以上の期間を定めて雇われている者

なお、取締役、理事などの役員であって、常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則若しくは同じ基準で毎月の給与の支払を受けている者、事業主

の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払を受けている者又はパートタイム労働者は、上記①又は②に該当すれば、常用労働者です。
※派遣労働者について

・貴事業所が派遣元事業所の場合、他の企業等に派遣中の労働者でも上記①又は②に該当すれば常用労働者に含めてください。（登録しているだけで雇用契
約のない者は含めません。）

・貴事業所が派遣先の場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和60年7月5日法律第88号）（以下「労働者派
遣法」とい う。）に基づき、派遣元事業所から貴事業所に派遣されている者は常用労働者に含めないでください。

←法人番号の印字がない場合や誤りがある場合等は記入・訂正をお願い
します。その際、商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)｣やマイナ
ンバー(個人番号)を記入しないようにご注意ください。また、法人番号
は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、
各法人に指定された法人番号を記入してください。なお、個人事業主の
事業所については、無記入のままで構いません。

－１－
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問２(２)
注２　事業所の形態

同一事業所に工場と営業所など（本部、支部、売店等）がある場合には、主たる機能又はその総売上高
の最も多いものを選択します。総売上高が同じ場合、又は総売上高で記入が困難な場合には従事する労働
者数の最も多い部門を選択してください。

問２(３)
注３　労働者派遣事業

労働者派遣事業とは、労働者派遣法に基づき、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先（労働
者派遣の役務の提供を受ける者をいう。）の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させるこ
とを業として行うことをいいます。

問３
注４　労働者派遣事業を行っている場合

登録型（派遣元事業所に希望する職種などの条件等を登録しておき、仕事の依頼を受けたとき
だけ、派遣元事業所と労働契約を結んで派遣先事業所で働く形態）の派遣労働者は労働者数に含
めません。

登録型以外の形態で派遣先事業所へ派遣している派遣労働者は労働者数に含めません。

問３（１）
注５　雇用期間の定め無し

特に雇用期間を設けずに雇われている労働者、定年までの場合を含めます。

注６　雇用期間の定め有り
１年契約、６か月契約など雇用期間を定めた労働契約により雇用されている労働者のことをい

います。

注７　一般労働者
常用労働者のうち、短時間労働者を除いた労働者（いわゆるフルタイム勤務の労働者）のこと

をいいます。

注８　短時間労働者
常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者及び１日の所定労働時間

が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者のことをいいます。

注９　臨時労働者
常用労働者に該当しない労働者（雇用契約の期間が日々又は１か月未満の労働者）のことをい

います。

注10　派遣労働者（受け入れ）
「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されている労働者のことをいいます。

記 入 要 領

派遣元
事業主 派遣先労働者派遣契約

派遣労働者

雇用関係

＜ 労働者派遣事業＞

指揮命令
関係

１頁裏面
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問２　貴事業所の状況についてお答えください。

(1) 問１で回答いただいた常用労働者数※のうち、貴事業所の常用労働者数は何人ですか。※１頁（注１）参照

（他社から出向してきている労働者は含めてください）

(2) 貴事業所の形態（注２）で該当するものを選んでください。

(3) 労働者派遣事業（注３）を行っていますか。

令和６年10月１日現在、貴事業所から派遣している労働者は何人ですか。

問３　貴事業所で就業している労働者数等についてお答えください。

　　　令和６年10月１日現在、貴事業所で雇用する労働者及び貴事業所との契約により派遣元事業所から派遣された

　　派遣労働者や他社から出向してきている労働者を含めてください。また、請負労働者は除いてください。※３頁裏面（注15）参照

  （貴事業所が労働者派遣事業を行っている場合は、派遣労働者として派遣している労働者については除いてください。（注４））

(1) 労働者を下記の各区分により分類して人数をそれぞれ記入してください。

人 10～11

人 12～13

人 14～15

人 16～17

19

20

22

23（注10） 21 人

人

いない ２ 女

人

派
遣
労
働
者

（
受
け
入
れ

）

いる １ 男

２ 女

臨
時
労
働
者

いる １ 男

いない

その他

（注９） 18

短
時
間
労
働
者

店舗

人

５

女

（注８）

6

事務所 工場・作業所 研究所

7１

一
般
労
働
者

（注７）

雇用期間の定め有り（注６）

いない

３

いる

雇用期間の定め無し（注５）

４

１

男

６

人

人

男

女

営業所

２

２ 8

人

人

人

人

9

ここからは貴事業所※の状況についてお答えください。※１頁（記入上の注意）２参照

－２－
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問３（１） 問３（２）

記 入 要 領

問３（１）と（２）の労働者数の関係

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ ＝ ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｈ

Ｆ ＝ ｇ

問３（２） 正社員の区分

正 社 員 ： 事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めが無い労働者のうち、正社員・正職員等とされている者（他企業への出向者などを除く）

多 様 な 正 社 員 ： いわゆる正社員より職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員

（雇用契約上明示されていなくても、実態として職務、勤務地、勤務時間等が限定されていれば含みます。

育児・介護休業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含みません）

いわゆる 正 社 員（従来型の正社員） ： 職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員

・ 職 務 限 定 正 社 員 ： 担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されている正社員

・ 勤務地限定正社員 ： 転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤が一切ない正社員

・ 勤務時間限定正社員 ： 所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されている正社員

＊多様な正社員として以下のような例があります。

注11 多様な正社員

いわゆる正社員（職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員）と比べ、職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員のこと
をいいます。雇用契約上明示されていなくても、実態として職務、勤務地、勤務時間等が限定されていれば含みます。育児・介護休業法に基
づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含みません。

注12 契約社員（専門職）
契約社員の定義における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専

門職種をいいます。定年退職者等の再雇用者であっても、「契約社員（専門職）」の定義にあてはまる場合は「契約社員（専門職）」として
ください。「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員（専門職）」の定義にあてはまる場合は
「契約社員（専門職）」としてください。

注13 嘱託社員（再雇用者）
グループ企業の退職者を含みます。「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「嘱託社員（再雇用者）」

の定義にあてはまる場合は「嘱託社員（再雇用者）」としてください。

注14 パートタイム労働者

パートタイム労働者に該当するかどうかは、一定期間育児や介護等のため勤務時間を一時的に短縮している人（一定期間後、勤務時間が元
に戻る場合）は本来の勤務時間で判断してください。

人

人

人

人

人

人

男
人

女
人

Ｅ

Ｆ

人

女

１

一
般
労
働
者

（注７）

短
時
間
労
働
者

（注８）

臨
時
労
働
者

（注９）

派
遣
労
働
者

（
受
け
入
れ

）

（注10）

男

女

いる

いない

Ａ

Ｂ

２

いない ２ 女

いる １ 男

雇用期間の定め無し（注５）

男

雇用期間の定め有り（注６）

人

人

人Ｃ

Ｄ

人

人

人

人

人

男 人

女 人

男

女

女

人

人

人

人

男

女

男

女

男

女

女

男

男

うち、多様な正社員（職
務、勤務地、勤務時間等
が限定されている者）

正社員

人

正
社
員
以
外
の
労
働
者

派遣労働者
（受け入れ）

パートタイム
労働者

その他

臨時労働者
（契約社員、
嘱託社員を

除く）

Ａ～Ｄのうち他社から受け
入れている出向社員

Ａ～Ｅのうち定年退職者等
を一定期間再雇用する目的
で雇用されている者

Ｃ、Ｄ、Ｅのうち特定職種
に従事し、専門能力の発揮
を目的として雇用契約期間
を定めて雇用されている者

Ｆと同じ

Ｂ､Ｄのうち､フルタイム正社
員より１日の所定労働時間
が短いか､１週間の所定労働
日数が少ない者(ｂ､ｃ､ｄ
に該当する労働者を除く)

Ａ、Ｃのうち正社員以外の
労働者（ａ、ｂ、ｃ、ｄに該当す
る労働者を除く。請負労働
者は入れないでください。）

うち、フルタイム正社員
と１日の所定労働時間と
１週の所定労働日数がほ
ぼ同じで、「パート」な
どの名称で呼ばれる者

Ｅのうち、契約社員及び嘱
託社員を除いた者

嘱託社員
(再雇用者)

契約社員
(専門職)

出向社員

男

男

女

女

就業形態

男

労働者数

人Ａ、Ｂのうち正社員・正
職員等とされている者
（多様な正社員を含む） 女 人ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ

人

人

人

人

人

人

２頁裏面 
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(2) 就業形態別、性別の内訳の人数を下記の区分により分類し、記入してください。
　　（請負労働者は記入しないでください。※３頁裏面（注15）参照）

就業形態 労働者数

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

※ 厚生労働省記入欄 （この欄の記入は不要です。）

④調査対象労働者数
（③又は上限12人）

42 43 44 45 46

 １／  １／

47 48 49

 １／

①対象労働者数

③抽出労働者数　

②抽出率  １／  １／  １／  １／  １／

（少数以下切上げ）

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ

正社員 出向社員 契約社員 嘱託社員
パートタイム

労働者
臨時労働者 派遣労働者 その他

ｈ　その他

上記以外の労働者
（請負労働者を入れないでください。）

男
38

女
39

うち、フルタイム正社員と１日の所定労
働時間と１週の所定労働日数がほぼ
同じで、「パート」などの名称で呼ばれ
る者

男
40

女
41

ｆ　臨時労働者
（契約社員、嘱託

社員を除く）

常用労働者に該当しない労働者（雇用契約の期
間が日々又は１か月未満の労働者）のうち、契約
社員及び嘱託社員を除いた者

男
36

女
37

ｇ　派遣労働者
（受け入れ）

「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派
遣されてきている労働者

男 問３(1)の
派遣労働者に同じ
（記入不要）女

（注13） 33

ｅ　パートタイム
労働者

常用労働者のうち、フルタイム正社員より１日の
所定労働時間が短いか、１週間の所定労働日数
が少ない者

男
34

女
（注14） 35

正
社
員
以
外
の
労
働
者

ｂ　出向社員
他企業より出向契約に基づき出向してきている
者（出向元に籍を置いているかどうかは問わな
い）

男
28

女
29

ｃ　契約社員
(専門職)

特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的と
して雇用期間を定めて契約する者
（以下、「契約社員」といいます。）

男
30

女
（注12） 31

ｄ　嘱託社員
(再雇用者)

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契
約し、雇用する者
（以下、「嘱託社員」といいます。）

男
32

女

雇用している労働者で雇用期間の定めの無い
者のうち、他企業への出向者などを除いた正社
員（多様な正社員（注11）、育児・介護休業中の
正社員も含む）

男

ａ　正社員
※５頁裏面（注19）参照

うち、多様な正社員（注11）
（例）「職務限定正社員」「勤務地限定正社員」
「勤務時間限定正社員」など

24

女
25

男
26

女
27

－３－
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問４
注15　請負労働者

請負業者と雇用関係があり、請負業者から指揮命令を受けて就業する関係にあるが、注文主から
指揮命令を受ける関係にない労働者です。本調査では貴事業所と雇用関係及び指揮命令関係はない
が、貴事業所と同一場所にある敷地や社屋・構内等で就業しているすべての労働者をいいます。

例えば、警備、電話交換、清掃、給食受託業務に従事する者も該当すれば請負労働者になり、ま
た、建物の修繕のために事業所内にいる労働者も該当すれば請負労働者になります。

ただし、請負契約を履行するためであっても、荷物の配送・集荷のように、一時的に貴事業所内
に立ち寄った労働者は含めません。

問４（２）
注16　物の製造

物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務
をいいます。物の製造を行っている請負労働者とは上記の作業に携わる労働者をいいます。

記 入 要 領

請負業者 注 文 主

請負契約

請負労働者
雇用関係
指揮命令

３頁裏面
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問４　貴事業所の請負労働者（注15）についてお答えください｡

(1)　貴事業所に請負労働者はいますか。

令和６年10月１日現在で貴事業所内に就業している

請負労働者は何人いますか。

(2)　上記(1)の請負労働者のうち、物の製造（注16）を行っている者はいますか。

物の製造を行っている請負労働者は何人いますか。

問５　貴事業所における労働者比率等の変化についてお答えください｡(なお、請負労働者は含めません｡)

(1)　問３(2)の正社員の人数は、３年前(令和３年)と比べてどのように変化しましたか。

(2)　正社員以外の労働者の比率（全労働者に占める正社員以外の労働者の割合）は、３年前(令和３年)と比べてどのように

   変化しましたか。

正社員以外の労働者の比率が３年前(令和３年)と比べて上昇したのはどの就業形態ですか。

該当するものをすべて選んでください。

(3)　正社員以外の労働者の比率は、今後どのように変化すると思いますか。

正社員以外の労働者の比率が今後上昇すると思われるのはどの就業形態ですか。

該当するものをすべて選んでください。

56

57

58

その他

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

出向社員
契約社員
（専門職）

嘱託社員
（再雇用者）

パートタイム
労働者

臨時労働者
（契約社員、嘱託

社員を除く）

派遣労働者
（受け入れ）

上昇する ほとんど変わらない 低下する わからない

１ ２ ３ ４

臨時労働者
（契約社員、嘱託

社員を除く）

派遣労働者
（受け入れ）

その他

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

55

出向社員
契約社員
（専門職）

嘱託社員
（再雇用者）

パートタイム
労働者

上昇した ほとんど変わらない 低下した

１ ２ ３

53

増えた 変わらない 減った

１ ２ ３ 54

問５へお進みください。

人

いる いない

１ ２ 52

問５へお進みください。

人
51

いる いない

１ ２ 50

正社員以外の労働者がいる事業所は、問６以降にもお答えください。
正社員のみの事業所は、問８にお進みください。
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問６

注17　賃金
基本給の他、通勤手当、時間外手当等の諸手当を含めたものをいいます。

注18　賃金以外の労務コスト
健康保険等の事業主負担額、教育訓練・福利厚生関係等の費用をいいます。

記 入 要 領

４頁裏面
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問６　正社員以外の労働者を活用する理由は何ですか。

　　　 該当するものをすべて選んでください｡

 正社員を確保できないため

 正社員を重要業務に特化させるため

 専門的業務に対応するため

 即戦力・能力のある人材を確保するため

 景気変動に応じて雇用量を調節するため

 長い営業（操業）時間に対応するため

 １日、週の中の仕事の繁閑に対応するため

 臨時・季節的業務量の変化に対応するため

 賃金（注17）の節約のため

 賃金以外の労務コスト（注18）の節約のため

 高年齢者の再雇用対策のため

 育児･介護休業の代替のため

 その他　　　　　

問７　正社員以外の労働者の活用上の問題点は何ですか。

　　　 該当するものをすべて選んでください｡

 良質な人材の確保

 定着性

 仕事に対する責任感

 時間外労働への対応

 仕事に対する向上意欲

 業務処理能力

 正社員との職務分担

 チームワーク

 正社員との人間関係

 その他　　　　　　　　　　

06 06 06 06 06

07 07

03 03 03 03 03 03 03

04 04 04 04 04 04 04

07 07 07

7266 67 68 69 70 71

05 05 05 05 05 05 05

06 06

07 07

08 08 08 08 08

02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 0101 01

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

その他

01

02

01 01 01

02

01

02

01

02 0202

03

04

05

出向社員
契約社員
(専門職)

嘱託社員
(再雇用

者)

パートタ
イム労働

者

臨時労働
者(契約社
員、嘱託
社員を除

く)

派遣労働
者(受け
入れ)

03

04

05

03

04

05

06

07

08

09

03

04

05

06

07

08

09 09

1010

11

12

13

10

11

10

11

12

13

1111

12

11

12

03

04

05

06

07

08

09

10

11

03

04

05

06

07

08

09

12

06

07

08

13

出向社員
契約社員
(専門職)

嘱託社員
(再雇用

者)

パートタ
イム労働

者

臨時労働
者(契約社
員、嘱託
社員を除

く)

派遣労働
者(受け
入れ)

その他

12

13

12

1313 13

6059 6564636261

10

08 08

0909 09 09 09 09 09

10 10 10 10 10 10

問３（2）で労働者数の記入のある就業形態ごとにお答えください｡

問３（2）で労働者数の記入のある就業形態ごとにお答えください｡

－５ －
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問８
注19　正社員

雇用している労働者で雇用期間の定めの無い者のうち、他企業への出向者などを除いた正社員を
いいます。（多様な正社員（注22）、育児・介護休業中の正社員も含みます。）

注20　社内教育訓練
会社を通じて受講する教育訓練で、計画的ＯＪＴ及びＯＦＦ－ＪＴのことをいいます（実施場

所は会社の内外を問いません。）。
計画的ＯＪＴとは、日常の業務に就きながら行われる教育訓練で、訓練の対象者、教育担当者、

期間及び内容を具体的に定め、計画的に実施するものをいいます。
ＯＦＦ－ＪＴとは、業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）の

ことをいいます。

注21　いわゆる正社員
職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員のことをいいます。

注22　多様な正社員
いわゆる正社員より職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員のことをいいます。
育児・介護休業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含みません。
（例：「職務限定正社員」「勤務地限定正社員」「勤務時間限定正社員」など）

記 入 要 領

５頁裏面
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問８　貴事業所で就業形態別に適用される制度はどれですか。

  　　 該当するものをすべて選んでください｡

　　　ただし、「いわゆる正社員への転換制度」及び「多様な正社員への転換制度」については、制度がなくても実態としてある場合

　 も含めます。

 雇用保険

 健康保険

 厚生年金

 企業年金

 退職金制度

 財形制度

 賞与支給制度

 福利厚生施設等の利用

 社内教育訓練(注20)

 自己啓発援助制度

 昇進・昇格

 いわゆる正社員(注21)への転換制度

10

11

12

13

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

その他

 多様な正社員(注22)への転換制度(育
児･介護のみを理由とする短時間勤務を
除く｡)

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

04

05

06

07

08

09

10

01

02

01

02

03

04

05

06

07

08

09

　　これで調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。

記入が終わった調査票は、令和６年10月18日（金）までに
同封の返信用封筒（切手不要）にてご投函ください。

　※調査票をオンラインで提出する場合は、令和６年10月18日（金）までに、
回答を送信してください。

（紙調査票の返信は不要です）

73 74 75 76 77 78 80

13

12

13

12

13

12

13

11

79

11 11

10

11

10

11

09

12

08

10

08

09

08

09 09

07

正社員
(注19)

出向社員
契約社員
(専門職)

嘱託社員
(再雇用

者)

パートタ
イム労働

者

10

臨時労働
者(契約社
員､嘱託社
員を除く)

派遣労働
者(受け
入れ)

03

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

10

05

06

07

問３（2）で労働者数の記入のある就業形態ごとにお答えください｡

－６－

SA
M
PL

E




